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令和３年１月１２日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

所 在 地 東京都台東区上野五丁目２番１号 

申 請 者 名 日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代 表 者 取 締 役 社 長  村  松   衛 

 

敦賀発電所 1 号炉廃止措置計画変更認可申請書の補正について 

 

令和２年９月４日付け廃室発第３９号をもって変更認可申請いたしました敦

賀発電所１号炉廃止措置計画変更認可申請書を下記の通り一部補正いたします。 

 

 

 

記 

 

敦賀発電所１号炉廃止措置計画変更認可申請書の本文及び添付書類を，別添

の敦賀発電所１号炉廃止措置計画変更認可申請書（令和２年９月４日 廃室発

第３９号）の補正前後比較表の変更後欄のとおり一部補正する。 

以 上 

 





別添 

 

 

 

 

 

 

 

敦賀発電所１号炉 廃止措置計画変更認可申請書 

（令和２年９月４日 廃室発第３９号）の補正前後比較表 

 

 





注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
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及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
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９
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４
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９
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（
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済
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輸
送

容

器
）
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敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

五
 
廃

止
措

置
対
象

施
設

の
う
ち

解
体
の

対
象

と
な
る

施
設

及
び
そ

の
解

体
の
方

法
 

 ２
 

安
全

確
保
対

策
 

２
．

５
 

保
安
に

関
す

る
こ
と

 

燃
料
体

の
炉
心

へ
の

再
装
荷

を
不

可
と
す

る
措

置
を
含

め
，
保
安
の

た
め

に
必
要

な
事

項
は
，
保
安

規

定
に

定
め

る
。
ま
た

，
燃

料
体
の
保

管
に
つ

い
て

は
「

八
 核

燃
料
物
質

の
管

理
及
び

譲
渡

し
」
に
示

す
。

な
お

，
新
燃
料

及
び
使

用
済

燃
料
が

原
子

炉
施
設

か
ら

搬
出
さ

れ
る

ま
で
の

期
間
は

，
燃
料
取

扱
，
臨
界

防
止

，
放
射
線

遮
蔽

，
水

位
の
監
視

，
漏

え
い

の
監
視

，
使
用
済

燃
料

プ
ー
ル

水
補
給

及
び

浄
化
並

び
に

燃
料

落
下

防
止
機

能
を

維
持
管

理
す

る
。
 

  ４
 

解
体

の
対
象

と
な

る
施
設

及
び

そ
の
解

体
の
方

法
 

４
．

２
 

解
体
の

方
法

 

４
．

２
．

１
 
施

設
の

解
体
方

法
 

施
設
の

解
体
方

法
を

表
５
－

２
に

示
す
。

 

 

（
中

略
）

 

 

４
．

２
．

２
 
廃

止
措

置
期
間

中
に

新
た
に

導
入
す

る
設

備
 

廃
止
措

置
期
間

中
に

新
た
に

導
入

す
る
設

備
を

表
５
－

３
に
示

す
。
導
入

に
あ

た
っ
て

は
，
「
五

 
１

 

廃
止

措
置

の
基
本

方
針

」
に

基
づ
き

，
適

切
な
品

質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ

ム
の
下

に
保

安
管
理

を
実

施

し
，
ま

た
，
「

五
 
２

 
安
全
確

保
対

策
」
に
基

づ
き
，
日
本

産
業

規
格
等

の
規
格
及

び
基
準

に
準

拠
す

る
と

と
も

に
，
放
射
性

物
質

の
拡
散

及
び

漏
え
い

防
止

対
策
，
被
ば

く
低

減
対
策

，
事

故
防

止
対
策

及
び

労
働

災
害

防
止
対

策
を

講
じ
る

。
 

（
１

）
圧

縮
減
容

装
置

 

雑
固

体
廃
棄

物
及

び
解
体

工
事

で
発
生

す
る
金

属
等

の
減
容

の
た

め
圧
縮

減
容

装
置
を

導
入

す
る
。

圧
縮
減

容
装
置

は
，
耐
震
重

要
度

Ｃ
ク
ラ

ス
の
耐

震
設

計
を
行

う
。
圧
縮
減

容
装

置
の
名

称
，
設

置
位

置
，
種

類
，
処
理
能

力
，
主
要
寸

法
，
主
要

材
料
，
個
数

，
原
動

機
の

種
類
，
原
動

機
の
出

力
及

び
原

動
機
の

個
数
を

表
５

－
４
に

，
圧
縮

減
容
装

置
の

配
置
図

を
図

５
－
３

に
，
圧

縮
減
容

装
置
の

概
略

図

面
を
図

５
－
４

に
示

す
。
 

 

五
 

廃
止
措

置
対

象
施
設

の
う

ち
解
体

の
対
象

と
な

る
施
設

及
び

そ
の
解

体
の

方
法
 

 ２
 
安
全

確
保

対
策
 

２
．
５
 

保
安

に
関
す

る
こ

と
 

燃
料

体
の
炉

心
へ
の

再
装

荷
を
不

可
と

す
る
措

置
を

含
め
，
保
安

の
た
め

に
必

要
な
事

項
は

，
保

安
規

定
に
定
め

る
。
ま
た

，
燃

料
体
の

保
管
に

つ
い
て

は
「
八
 核

燃
料
物

質
の
管

理
及

び
譲
渡

し
」
に
示

す
。

な
お
，
新
燃

料
及
び

使
用

済
燃
料

が
原
子

炉
施

設
か
ら

搬
出

さ
れ
る

ま
で

の
期
間

は
，
燃
料

取
扱
，
臨
界

防
止
，
除

熱
，
密

封
，
放
射

線
遮

蔽
，
水

位
の
監

視
，
漏

え
い

の
監
視

，
使
用
済

燃
料

プ
ー
ル

水
補
給

及

び
浄
化
並

び
に

燃
料
落

下
防

止
機
能

を
維

持
管
理

す
る
。

 

  ４
 
解
体

の
対

象
と
な

る
施

設
及
び

そ
の

解
体
の

方
法
 

４
．
２
 

解
体

の
方
法

 

（
削
除
）

 

施
設

の
解
体

方
法
を

表
５

－
２
に

示
す

。
 

 

（
中
略
）

 

 

（
削
除
）

 

  

      性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る

変
更

（
使

用
済

燃

料
輸

送
容

器
）
 

 ４
．
２
．
１
項

タ
イ

ト
ル

の

削
除
 

  記
載

の
削

除

（
圧

縮
減

容

装
置

の
導

入

に
関

す
る

記

載
を

本
文

七

に
見

直
し

た

こ
と

に
よ

る
。
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
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，
下
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二
重
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線
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線
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。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

 

 

 

       記
載

の
適

正

化
（

表
中

の

注
釈

文
字

を

半
角

か
ら

全

角
に

変
更

，

以
下

表
５

－

１
に

お
い

て

同
じ
）

 

   解
体

対
象

施

設
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追
加
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使

用
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燃

料
輸

送
容

器
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釈
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変
更
 

 注
釈
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追
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変
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９
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４
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９
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９
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４
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変
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（
以
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同
じ
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敦
賀
発

電
所
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炉

 
廃

止
措
置

計
画
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更
認
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申
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書
（
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和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
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変
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釈

番
号
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変
更

（
以
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注
）
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線
及
び
二
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も
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り
，
下

線
は
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止

措
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計
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変
更
認
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時
の
変
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箇
所

を
示
す
も
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る
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二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

表
５
－

３
 
廃

止
措

置
期
間

中
に
新

た
に

導
入
す

る
設

備
 

設
備
名
称

 
概
要
 

撤
去

時
期
 

圧
縮

減
容
装

置
 

雑
固
体
廃

棄
物

及
び
解

体
工

事
で

発
生
す
る

金
属

等
を
減

容
す

る
。
 

処
理

の
対
象

と
な

る
廃
棄

物
の
処

理
が

終
了
し

た
段

階
で
撤

去
す

る
。

 

 

 

表
５
－
４

 
圧

縮
減
容

装
置
の

名
称

，
設
置

位
置

，
種
類

，
処

理
能
力

，
主
要

寸
法

，
主
要

材
料

，
 

個
数

，
原
動

機
の

種
類
，

原
動

機
の
出

力
及

び
原
動

機
の

個
数
 

名
称

 
圧

縮
減
容

装
置

 

設
置
位

置
 

タ
ー

ビ
ン
建

物
1
階
 

本 体 

種
類
 

―
 

油
圧
式

 

処
理

能
力

 
本
／

時
 

約
1
5 

主 要 寸 法

た
て

 
m
m
 

約
3
,5
5
0 

横
 

m
m
 

約
1
,9
0
0 

高
さ

 
m
m
 

約
94
5
 

主
要

材
料

 
―

 
合

金
鋼

 

個
数
 

台
 

1
 

原 動 機 

原
動
機

の
種

類
 

―
 

電
動
機

 

原
動
機

の
出

力
 

k
W
 

約
3
7 

原
動
機

の
個

数
 

台
 

1
 

 

 

 

（
削

除
）
 

     

 （
削

除
）
 

 記
載

の
削

除

（
圧

縮
減

容

装
置

の
導

入

に
関

す
る

記

載
を

本
文

七

に
見

直
し

た

こ
と

に
よ

る
。
）
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も
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。
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発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

                           

      

 

（
削

除
）
 

  記
載

の
削

除

（
圧

縮
減

容

装
置

の
導

入

に
関

す
る

記

載
を

本
文

七

に
見

直
し

た

こ
と

に
よ

る
。
）
 

は
，
営

業
秘
密

又
は

核
物
質
防

護
上
の

観
点

か
ら

公
開
で
き
ま

せ
ん

。
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，
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。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

                              

図
５
－

４
 
圧

縮
減

容
装
置

の
概

略
図
面

 

 

 

 

（
削

除
）
 

 記
載

の
削

除

（
圧

縮
減

容

装
置

の
導

入

に
関

す
る

記

載
を

本
文

七

に
見

直
し

た

こ
と

に
よ

る
。
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

六
 
性

能
維

持
施
設

 

 

１
 

性
能

維
持
施

設
 

廃
止
措

置
を
安

全
に

進
め
る

上
で

，
放

射
性
物

質
を
内

包
す

る
系
統

及
び

設
備
を

収
納

す
る
建

屋
・
構

築
物

等
，

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

，
放

射
線

管
理

施

設
，

換
気

系
，

並
び

に
消

火
装

置
及

び
非

常
用

照
明

を
廃

止
措

置
の

進
捗

に
応

じ
て

維
持

管
理

し
て

い

く
。

２
号

炉
と

の
共

用
施

設
に

つ
い

て
は

，
２

号
炉

の
発

電
用

原
子

炉
施

設
と

し
て

維
持

管
理

す
る

た

め
，

性
能

維
持
施

設
か

ら
除
く

。
 

性
能

維
持

施
設

に
係

る
必

要
な

機
能

及
び

性
能

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
の

基
本

的
な

考
え

方
を

以
下

に
示

す
。

 

 

（
１

）
放
射
性

物
質
を

内
包

す
る
系

統
及

び
機
器

を
収

納
す
る

建
屋
・
構
築
物
等

に
つ

い
て
は

，
こ

れ
ら

の
系

統
及

び
機

器
が

撤
去

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

，
放
射

性
物
質

の
漏

え
い

防
止
及

び
放
射

線
遮

蔽

の
機
能
及

び
性

能
を
維

持
管

理
す
る

。
 

 
ま

た
，

放
射

能
レ

ベ
ル

が
高

い
物

（
炉

心
支

持
構
造

物
）
の

搬
出

完
了

ま
で
の

期
間
，

生
体

し

ゃ
へ
い
体

の
放

射
線
遮

蔽
の

機
能
及

び
性

能
を
維

持
管
理

す
る

。
 

 

（
２

）
１

号
炉

原
子
炉

建
物

内
の
核

燃
料
物

質
の

取
扱
施

設
及

び
貯
蔵

施
設

に
つ
い

て
は
，
新
燃

料
が

原

子
炉

施
設

か
ら

搬
出

さ
れ

る
ま

で
の

期
間

，
燃

料
取
扱

，
臨
界

防
止

，
及

び
燃
料

落
下
防

止
の

機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理

す
る

。
ま

た
，

使
用

済
燃
料

が
原
子

炉
施

設
か

ら
搬
出

さ
れ
る

ま
で

の

期
間
，
燃
料

取
扱

，
臨
界
防
止

，
放
射

線
遮
蔽

，
水
位
の

監
視
，
漏

え
い

の
監
視

，
並
び
に

使
用

済

燃
料
プ
ー

ル
水

補
給
及

び
浄

化
の
機

能
及

び
性
能

を
維
持

管
理

す
る
。

 

 
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内

の
核

燃
料

物
質

の
取

扱
施
設

及
び
貯

蔵
施

設
の

う
ち
，

１
号
炉

使
用

済

燃
料

に
係

る
臨

界
防

止
の

機
能

及
び

性
能

は
１

号
炉
で

維
持
管

理
し

，
そ

の
他
の

機
能
及

び
性

能

は
２
号
炉

で
維

持
管
理

す
る

。
 

 
な

お
，

２
号

炉
原

子
炉

建
屋

内
の

使
用

済
燃

料
貯
蔵

設
備
（

１
号

炉
使

用
済
燃

料
ラ
ッ

ク
）

は

所
定
の
手

続
き

を
経
た

の
ち

２
号
炉

で
維

持
管
理

す
る
。

 

 

（
３

）
放

射
性

廃
棄
物

の
廃

棄
施
設

に
つ
い

て
は

，
放

射
性
気

体
廃

棄
物
及

び
放
射

性
液

体
廃
棄

物
を

処

理
す

る
た

め
，

放
射

性
気

体
廃

棄
物

に
つ

い
て

は
管
理

区
域
解

除
ま

で
の

期
間
，

放
射
性

液
体

廃

棄
物

に
つ

い
て

は
処

理
完

了
ま

で
の

期
間

，
放

射
性
廃

棄
物
処

理
の

機
能

及
び
性

能
を
維

持
管

理

す
る
。
 

 
ま

た
，

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
処

理
・

貯
蔵

す
る
た

め
，
固

体
廃

棄
物

の
処
理

完
了
及

び
貯

蔵

し
て

い
る

固
体

廃
棄

物
の

抜
出

完
了

ま
で

の
期

間
，
放

射
性
廃

棄
物

処
理

・
貯
蔵

の
機
能

及
び

性

能
を
維
持

管
理

す
る
。

 

 

六
 

性
能
維

持
施

設
 

 

１
 
性
能

維
持

施
設
 

廃
止

措
置
を

安
全
に

進
め

る
上
で

，
放

射
性

物
質
を

内
包
す

る
系

統
及
び

設
備

を
収
納

す
る

建
屋
・
構

築
物

等
，

核
燃

料
物

質
の

取
扱

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

，
放

射
性

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

，
放

射
線

管
理

施

設
，
換

気
系

，
非

常
用
電

源
設

備
，
並
び
に

消
火

装
置
及

び
非

常
用
照

明
を

廃
止
措

置
の

進
捗
に

応
じ
て

維
持
管
理

し
て

い
く
。
２
号

炉
と

の
共
用

施
設
に

つ
い

て
は
，
２
号

炉
の

発
電
用

原
子

炉
施
設

と
し
て

維

持
管
理
す

る
た

め
，
性

能
維

持
施
設

か
ら

除
く
。

 

性
能

維
持

施
設

に
係

る
必

要
な

機
能

及
び

性
能

の
維

持
管

理
に

つ
い

て
の

基
本

的
な

考
え

方
を

以
下

に
示
す
。

 

 

（
１
）
放
射

性
物
質

を
内

包
す
る

系
統
及

び
設

備
を
収

納
す

る
建
屋
・
構
築

物
等
に
つ

い
て

は
，
こ
れ
ら

の
系

統
及

び
設

備
が

撤
去
さ

れ
る
ま

で
の

期
間

，
放
射

性
物
質

の
漏

え
い

防
止

及
び

放
射

線
遮

蔽

の
機
能

及
び
性

能
を

維
持
管

理
す

る
。
 

 
ま

た
，

放
射

能
レ

ベ
ル
が

高
い
物

（
炉

心
支

持
構
造

物
）
の

搬
出

完
了

ま
で

の
期

間
，

生
体

し

ゃ
へ
い

体
の
放

射
線

遮
蔽
の

機
能

及
び
性

能
を

維
持
管

理
す

る
。
 

 

（
２
）
１
号
炉

原
子

炉
建
物

内
の

核
燃
料

物
質
の

取
扱

施
設
及

び
貯

蔵
施
設

に
つ

い
て
は

，
新

燃
料
が

原

子
炉

施
設

か
ら

搬
出

さ
れ
る

ま
で
の

期
間

，
燃

料
取
扱

，
臨
界

防
止

，
及

び
燃

料
落

下
防

止
の

機

能
及

び
性

能
を

維
持

管
理
す

る
。
ま

た
，

使
用

済
燃
料

が
原
子

炉
施

設
か

ら
搬

出
さ

れ
る

ま
で

の

期
間
，
燃
料

取
扱

，
臨

界
防
止
，
除

熱
，
密
封

，
放
射

線
遮
蔽

，
水
位
の

監
視

，
漏

え
い
の

監
視

，

並
び
に

使
用
済

燃
料

プ
ー
ル

水
補

給
及
び

浄
化

の
機
能

及
び

性
能
を

維
持
管

理
す

る
。
 

 
２

号
炉

原
子

炉
建

屋
内
の

核
燃
料

物
質

の
取

扱
施
設

及
び
貯

蔵
施

設
の

う
ち

，
１

号
炉

使
用

済

燃
料

に
係

る
臨

界
防

止
の
機

能
及
び

性
能

は
１

号
炉
で

維
持
管

理
し

，
そ

の
他

の
機

能
及

び
性

能

は
２
号

炉
で
維

持
管

理
す
る

。
 

 
な

お
，

２
号

炉
原

子
炉
建

屋
内
の

使
用

済
燃

料
貯
蔵

設
備
（

１
号

炉
使

用
済

燃
料

ラ
ッ

ク
）

は

所
定
の

手
続
き

を
経

た
の
ち

２
号

炉
で
維

持
管

理
す
る

。
 

 

（
３
）
放
射
性

廃
棄

物
の
廃

棄
施

設
に
つ

い
て
は

，
放

射
性

気
体
廃

棄
物

及
び
放

射
性

液
体
廃

棄
物
を

処

理
す

る
た

め
，

放
射

性
気
体

廃
棄
物

に
つ

い
て

は
管
理

区
域
解

除
ま

で
の

期
間

，
放

射
性

液
体

廃

棄
物

に
つ

い
て

は
処

理
完
了

ま
で
の

期
間

，
放

射
性
廃

棄
物
処

理
の

機
能

及
び

性
能

を
維

持
管

理

す
る
。

 

 
ま

た
，

放
射

性
固

体
廃
棄

物
を
処

理
・

貯
蔵

す
る
た

め
，
固

体
廃

棄
物

の
処

理
完

了
及

び
貯

蔵

し
て

い
る

固
体

廃
棄

物
の
抜

出
完
了

ま
で

の
期

間
，
放

射
性
廃

棄
物

処
理

・
貯

蔵
の

機
能

及
び

性

能
を
維

持
管
理

す
る

。
 

 

     記
載

の
追

加

（
以

降
記

載

と
の
整

合
）
 

   記
載

の
適

正

化
 

       性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る

変
更

（
使

用
済

燃

料
輸

送
容

器
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

（
４

）
放

射
線

管
理
施

設
に

つ
い
て

は
，
管
理
区

域
内

作
業
に

係
る

放
射
線

業
務
従

事
者

の
被
ば

く
管

理

及
び
環
境

へ
の

放
射
性

物
質

の
管
理

放
出

の
た
め

，
関
連
す

る
設

備
の
供

用
の

終
了
ま

で
の

期
間
，

放
射
線
監

視
及

び
管
理

放
出

の
機
能

及
び

性
能
を

維
持
管

理
す

る
。
 

 

（
５

）
換
気
系

に
つ
い

て
は

，
放

射
性

廃
棄
物

の
処
理

，
放
射
線

業
務

従
事
者

の
被
ば

く
低

減
等
を

考
慮

し
て

，
空

気
の
浄

化
が

必
要
な

場
合
，
及
び

工
事

に
伴
い

気
体

状
の
放

射
性

物
質
が

発
生
す

る
可

能

性
の

あ
る

区
域

で
原

子
炉

施
設

外
へ

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
防

止
の

た
め

に
必

要
な

場

合
に

，
原

子
炉
建

物
通

常
用
換

気
系
は

関
連

す
る
設

備
の

供
用
の

終
了

ま
で
の

期
間

，
タ
ー

ビ
ン

建

物
換

気
系

，
サ

ー
ビ

ス
建

物
換

気
系

及
び

廃
棄

物
処

理
建

物
換

気
系

は
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

期

間
，

換
気
の

機
能

及
び
性

能
を

維
持
管

理
す
る

。
 

 

（
６

）
非
常
用

電
源
設

備
に

つ
い
て

は
，
使
用

済
燃
料

運
搬

完
了
ま

で
の

期
間
，
原
子

炉
施

設
の
安

全
確

保
上

必
要
な

場
合

，
適

切
な
容

量
を
確

保
し

，
そ

れ
ぞ
れ

の
設

備
に
要

求
さ

れ
る
電

源
供
給

の
機

能

及
び

性
能
を

維
持

管
理
す

る
。

 

 

（
７

）
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
に

つ
い

て
は

，
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
の

期

間
，

安
全
確

保
上

必
要
な

設
備

そ
れ
ぞ

れ
に
要

求
さ

れ
る
機

能
及

び
性
能

を
維

持
管
理

す
る

。
 

 

以
上
の

基
本
的

な
考

え
方
に

基
づ

く
具
体

的
な

性
能
維

持
施
設

を
表

６
－
１

に
示

す
。
 

    廃
止
措

置
の
進

捗
に

応
じ
て

，
表

６
－

１
に
示

す
性
能

維
持

施
設
を

変
更

す
る
場

合
は

，
廃
止

措
置

計

画
に

反
映

し
て
変

更
認

可
を
受

け
る

。
 

 

２
 

性
能

維
持
施

設
の

施
設
管

理
 

性
能
維

持
施
設

に
つ

い
て
は

，
必

要
な

期
間
中

，
必
要
な

機
能
及

び
性

能
が
維

持
で

き
る
よ

う
，
保
安

規
定

に
施

設
管
理

計
画

を
定
め

，
こ

れ
に
基

づ
き
施

設
管

理
を
実

施
す

る
。
 

 

（
４
）
放
射
線

管
理

施
設
に

つ
い

て
は
，
管
理

区
域
内

作
業

に
係
る

放
射

線
業
務

従
事

者
の
被

ば
く
管

理

及
び
環

境
へ
の

放
射

性
物
質

の
管

理
放
出

の
た

め
，
関
連

す
る

設
備
の

供
用
の

終
了

ま
で
の

期
間

，

放
射
線

監
視
及

び
管

理
放
出

の
機

能
及
び

性
能

を
維
持

管
理

す
る
。

 

 

（
５
）
換
気

系
に
つ

い
て

は
，
放
射
性

廃
棄

物
の
処

理
，
放
射

線
業
務

従
事

者
の
被

ば
く

低
減
等

を
考
慮

し
て

，
空

気
の

浄
化
が

必
要

な
場
合

，
及

び
工
事

に
伴

い
気
体

状
の

放
射
性

物
質

が
発
生

す
る

可
能

性
の

あ
る

区
域

で
原

子
炉

施
設

外
へ

の
放

射
性

気
体

廃
棄

物
の

放
出

の
防

止
の

た
め

に
必

要
な

場

合
に

，
原

子
炉

建
物
通

常
用

換
気
系

は
関

連
す
る

設
備
の

供
用

の
終
了

ま
で

の
期
間

，
タ

ー
ビ

ン
建

物
換

気
系

，
サ

ー
ビ

ス
建

物
換

気
系

及
び

廃
棄

物
処

理
建

物
換

気
系

は
管

理
区

域
解

除
ま

で
の

期

間
，

換
気

の
機
能

及
び

性
能
を

維
持

管
理
す

る
。

 

 

（
６
）
非
常

用
電
源

設
備

に
つ
い

て
は
，
使

用
済
燃

料
運

搬
完
了

ま
で
の

期
間

，
原

子
炉

施
設
の

安
全
確

保
上

必
要

な
場
合

，
適

切
な

容
量
を

確
保

し
，
そ

れ
ぞ

れ
の
設

備
に

要
求
さ

れ
る

電
源
供

給
の

機
能

及
び

性
能

を
維
持

管
理

す
る
。

 

 

（
７

）
そ

の
他

の
安

全
確

保
上

必
要

な
設

備
に

つ
い

て
は

，
関

連
す

る
設

備
の

供
用

の
終

了
ま

で
の

期

間
，

安
全

確
保
上

必
要

な
設
備

そ
れ

ぞ
れ
に

要
求

さ
れ
る

機
能
及

び
性

能
を
維

持
管

理
す
る

。
 

 

以
上

の
基
本

的
な
考

え
方

に
基
づ

く
具

体
的
な

性
能

維
持
施

設
を
表

６
－

１
に
示

す
。

 

な
お

，
性

能
維
持

施
設

の
う
ち

，
原

子
炉

施
設
を

解
体

す
る
工

事
を

実
施
す

る
に
当

た
っ

て
，
公
衆

及

び
放

射
線

業
務

従
事

者
の

受
け

る
線

量
を

抑
制

し
，

又
は

低
減

す
る

観
点

そ
の

他
の

原
子

力
安

全
の

観

点
か
ら
，
専

ら
廃
止

措
置

で
使
用

す
る
た

め
に

導
入
す

る
施

設
又
は

設
備
（
以

下
「

専
ら

廃
止
措

置
で
使

用
す
る
性

能
維

持
施
設

」
と

い
う
。
）
に

つ
い

て
は
，

表
６

－
２
に

示
す

。
 

廃
止

措
置

の
進

捗
に

応
じ

て
，

表
６

－
１

又
は

表
６

－
２

に
示

す
性

能
維

持
施

設
を

変
更

す
る

場
合

は
，
廃
止

措
置

計
画
に

反
映

し
て
変

更
認

可
を
受

け
る
。

 

 

２
 
性
能

維
持

施
設
の

施
設

管
理
 

性
能

維
持
施

設
に
つ

い
て

は
，
必
要

な
期
間

中
，
必
要

な
機
能

及
び

性
能
が

維
持
で

き
る

よ
う
，
保

安

規
定
に
施

設
管

理
計
画

を
定

め
，
こ

れ
に

基
づ
き

施
設
管

理
を

実
施
す

る
。

 

 

                   専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

に
関

す

る
記

載
の

追

加
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

 

 

 

   性
能

維
持

施

設
の

追
加

（
使

用
済

燃

料
輸

送
容

器
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 
 

 
 

                             記
載

の
適

正

化
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 
 

 
 

             誤
記
の

訂
正
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

 
 

 専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

の
追

加

（
圧

縮
減

容

装
置
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

七
 
性

能
維

持
施
設

の
位

置
，
構

造
及
び

設
備

並
び
に

そ
の

性
能
並

び
に

そ
の
性

能
を

維
持
す

べ
き
期

間
 

  

性
能
維

持
施
設

の
位

置
，
構
造

及
び

設
備
並

び
に
そ

の
性

能
並
び

に
そ

の
性
能

を
維

持
す
べ

き
期

間
は
，

表
６

－
１

に
示
す

と
お

り
で
あ

る
。

 

 

表
６

－
１
に

示
す
性

能
維
持

施
設

は
，

原
子
炉

設
置
許

可
等

を
受

け
て

設
計

・
製

作
さ

れ
た

も
の

で
あ

り
，

こ
れ

を
引

き
続

き
使
用

す
る

た
め

，
そ
の

性
能

維
持

施
設

の
仕

様
等

と
し
て

，
設

置
時

の
仕
様

及
び

廃
止

措
置

時
に
必

要
な

台
数
を
「
位

置
，
構
造
及

び
設
備
」
欄
に

示
す
と

と
も

に
，
廃
止
措

置
段
階

に
お

い

て
必

要
と

な
る
機

能
を

「
機
能

」
欄

に
示
す

。
 

   こ
の

性
能
維

持
施
設

を
維
持

管
理

し
，

使
用
す

る
こ
と

を
前

提
と

し
て

い
る

こ
と

か
ら

，
性

能
維

持
施

設
の

性
能

は
，
「
実
用

発
電

用
原
子

炉
及

び
そ
の

附
属

施
設
の

技
術

基
準
に

関
す
る

規
則

」
等
を

参
考

に
，

廃
止

措
置

段
階
で

求
め

ら
れ
る

機
能

を
維
持

管
理
す

る
た

め
に
必

要
と

な
る
状

態
を

示
す
。

 

廃
止

措
置
の

進
捗
に

応
じ
て

，
表

６
－

１
に
示

す
性
能

維
持

施
設

の
位

置
，

構
造

及
び

設
備

並
び

に
そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能
を

維
持

す
べ

き
期
間

に
つ

い
て

変
更

す
る

場
合

は
，
廃

止
措

置
計

画
に
反

映
し

て
変

更
認

可
を
受

け
る

。
 

七
 

性
能
維

持
施

設
の
位

置
，

構
造
及

び
設
備

並
び

に
そ
の

性
能

並
び
に

そ
の

性
能
を

維
持

す
べ
き

期
間
 

 

１
 
性
能

維
持

施
設
の

位
置

，
構
造

及
び

設
備
並

び
に
そ

の
性

能
並
び

に
そ

の
性
能

を
維

持
す
べ

き
期

間
 

性
能

維
持

施
設

の
位

置
，

構
造

及
び

設
備

並
び

に
そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

は
，
表
６

－
１

及
び
表

６
－

２
に
示

す
と

お
り
で

あ
る
。

 

 

表
６

－
１
に

示
す
性

能
維

持
施
設

は
，
原
子

炉
設
置

許
可
等

を
受

け
て
設

計
・
製
作

さ
れ
た

も
の

で
あ

り
，
こ

れ
を

引
き
続

き
使

用
す
る

た
め
，
そ

の
性
能

維
持

施
設
の

仕
様
等

と
し

て
，
設
置

時
の
仕

様
及
び

廃
止
措
置

時
に

必
要
な

台
数

を
「

位
置

，
構

造
及
び

設
備
」
欄
に

示
す
と

と
も

に
，
廃
止

措
置
段

階
に
お

い
て
必
要

と
な

る
機
能

を
「

機
能
」

欄
に

示
す
。

 

表
６

－
２
に

示
す
専

ら
廃

止
措
置

で
使

用
す
る

性
能

維
持
施

設
は
，「

２
 
専

ら
廃

止
措
置

で
使

用
す

る
性
能
維

持
施

設
の
設

計
及

び
工
事

の
方

法
」
に
従
っ

て
導

入
し
，
そ
の

仕
様

及
び
必

要
な

台
数
を
「
位

置
，
構
造

及
び

設
備
」

欄
に

示
す
と

と
も

に
，
必

要
と
な

る
機

能
を
「

機
能

」
欄
に

示
す

。
 

こ
れ

ら
の
性

能
維
持

施
設

を
維
持

管
理

し
，
使
用
す

る
こ
と

を
前

提
と
し

て
い

る
こ
と

か
ら

，
性

能
維

持
施
設
の

性
能

は
，「

実
用
発

電
用

原
子
炉

及
び

そ
の
附

属
施
設

の
技

術
基
準

に
関

す
る
規

則
」
等
を

参

考
に
，
廃

止
措

置
段
階

で
求

め
ら
れ

る
機

能
を
維

持
管
理

す
る

た
め
に

必
要

と
な
る

状
態

を
示
す

。
 

廃
止

措
置
の

進
捗
に

応
じ

て
，
表
６
－

１
又

は
表
６

－
２
に

示
す

性
能
維

持
施

設
の
位

置
，
構
造

及
び

設
備

並
び

に
そ

の
性

能
並

び
に

そ
の

性
能

を
維

持
す

べ
き

期
間

に
つ

い
て

変
更

す
る

場
合

は
，

廃
止

措

置
計
画
に

反
映

し
て
変

更
認

可
を
受

け
る

。
 

 

２
 
専
ら

廃
止

措
置
で

使
用

す
る
性

能
維

持
施
設

の
設
計

及
び

工
事
の

方
法

 

専
ら

廃
止
措

置
で
使

用
す

る
性
能

維
持

施
設
の

導
入

に
当
た

っ
て
は

，「
五
 

１
 

廃
止
措

置
の

基
本

方
針
」
に

基
づ
き

，
適
切

な
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

の
下

に
保
安

管
理

を
実
施

し
，
ま

た
，「

五
 

２
 
安
全

確
保

対
策
」
に

基
づ
き

，
日

本
産

業
規
格

等
の

規
格
及

び
基
準

に
準

拠
す
る

と
と

も
に
，
放
射

性
物
質
の

拡
散

及
び
漏

え
い

防
止
対

策
，
被
ば
く

低
減

対
策
，
事
故

防
止

対
策
及

び
労

働
災
害

防
止
対

策

を
講
じ
る

。
 

 

（
１
）
圧

縮
減

容
装
置

 

雑
固
体
廃

棄
物

及
び
解

体
工
事

で
発

生
す
る

金
属

等
の
減

容
の

た
め
，
放
射

性
廃
棄
物

処
理

機
能

を
持

つ
固
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

と
し

て
，
圧
縮

減
容
装
置

を
導

入
す
る

。
圧

縮
減
容

装
置
は

，
耐

震
重

要
度
Ｃ

ク
ラ
ス

の
耐

震
設
計

を
行

う
。
圧
縮
減

容
装
置

の
配

置
図
を

図
７

－
１
に

，
圧

縮
減
容

装
置

の
概
略

図
面
を

図
７

－
２
に

示
す

。
 

 以
上

の
基

本
的

考
え

方
に

基
づ

く
専

ら
廃

止
措

置
で

使
用

す
る

性
能

維
持

施
設

の
設

置
位

置
及

び
設

計
に
つ
い

て
表

７
－
１

に
示

す
。
 

 

  専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

に
関

す

る
記

載
の

追

加
（

以
下

同

じ
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 

 

 

専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

の
追

加

（
圧

縮
減

容

装
置
）

 

  記
載

の
適

正

化
（

処
理

能

力
及

び
主

要

材
料
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 
 

 
 

専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

の
追

加

（
圧

縮
減

容

装
置
）

 

 

は
，

営
業
秘

密
又

は
核
物

質
防
護
上

の
観

点
か

ら
公
開
で
き

ま
せ

ん
。
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

 
                               

図
７

－
２
 

圧
縮
減

容
装

置
の
概

略
図

面
 

 

専
ら

廃
止

措

置
で

使
用

す

る
性

能
維

持

施
設

の
追

加

（
圧

縮
減

容

装
置
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更
前

 
変
更

後
 

備
考
 

十
二
 

廃
止

措
置
に

係
る

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス
テ

ム
 

 

廃
止
措

置
期
間

中
に

お
け
る

敦
賀

発
電
所

１
号

炉
の
安

全
を
達

成
・

維
持
・

向
上

さ
せ
る

た
め

，
敦
賀

発
電

所
設
置

変
更

許
可
申

請
（

１
号
炉

）
本
文

第
十

一
号
の

「
発

電
用
原

子
炉

施
設
の

保
安

の
た
め

の
業

務
に

係
る
品

質
管

理
に
必

要
な

体
制
の

整
備
に

関
す

る
事
項

」
に

基
づ
き

，
健

全
な
安

全
文

化
を
育

成

し
，

及
び
維

持
す

る
た
め

の
活

動
を
行

う
仕
組

み
を

含
め
た

，
廃

止
措
置

に
係

る
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を
確

立
し

，
「
敦

賀
発

電
所
原

子
炉
施

設
保

安
規
定

（
１

号
炉
）

」
の

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画
に

定
め

て
い
る

。
 

保
安
規

定
の
品

質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
計
画

に
基

づ
き
，
廃

止
措

置
に
関

す
る

保
安
活

動
の

計
画
，

実
施

，
評

価
及

び
改

善
の
一

連
の

プ
ロ

セ
ス
を

保
安

規
定

及
び

品
質

保
証

規
程
並

び
に

そ
れ

ら
に
基

づ
く

下
部

規
程

に
よ

り
明

確
に
し

，
こ

れ
ら

を
効
果

的
に

運
用

す
る

こ
と

に
よ

り
，
廃

止
措

置
期

間
中
に

お
け

る
敦

賀
発

電
所
１

号
炉

の
安
全

の
達

成
，
維

持
及
び

向
上

を
図
る

。
 

 

十
二

 
廃
止

措
置

に
係
る

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
 

 

廃
止

措
置
期

間
中
に

お
け

る
敦
賀

発
電

所
１
号

炉
の

安
全
を

達
成
・

維
持

・
向
上

さ
せ

る
た
め

，
敦

賀

発
電

所
設

置
変
更

許
可

申
請
（

１
号

炉
）
本

文
第

十
一
号

の
「
発

電
用

原
子
炉

施
設

の
保
安

の
た

め
の
業

務
に

係
る

品
質
管

理
に

必
要
な

体
制

の
整
備

に
関

す
る
事

項
」
に

基
づ

き
，
健

全
な

安
全
文

化
を

育
成

し
，

及
び

維
持
す

る
た

め
の
活

動
を

行
う
仕

組
み

を
含
め

た
，
廃

止
措

置
に
係

る
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ

ム
を

確
立
し

，
保

安
規
定

の
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

計
画

に
定
め

て
い

る
。
 

 保
安
規

定
の

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
計

画
に
基

づ
き

，
廃
止
措

置
に

関
す
る

保
安

活
動
の

計
画

，

実
施

，
評
価

及
び
改

善
の

一
連

の
プ
ロ

セ
ス
を

保
安
規

定
及

び
品

質
保

証
規
程
並

び
に

そ
れ

ら
に
基

づ
く

下
部

規
程
に

よ
り
明

確
に

し
，

こ
れ
ら

を
効
果

的
に
運

用
す

る
こ

と
に

よ
り
，
廃

止
措

置
期

間
中
に

お
け

る
敦
賀
発

電
所

１
号
炉

の
安

全
の
達

成
，

維
持
及

び
向
上

を
図

る
。
 

 

      記
載

の
適

正

化
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更

前
 

変
更
後
 

備
考
 

添
付
書

類
六

 
性
能

維
持

施
設
及

び
そ
の

性
能

並
び
に

そ
の

性
能
を

維
持

す
べ
き

期
間

に
関
す

る
説
明

書
 

 ３
 
性

能
維

持
施
設

の
機

能
及
び

そ
の
性

能
 

（
２
）

核
燃

料
物
質

の
取

扱
施
設

及
び
貯

蔵
施

設
 

ａ
．

核
燃

料
物
質

取
扱

設
備

 
廃

止
措

置
で

は
，
燃

料
集

合
体

を
運
搬

又
は

搬
出

の
際
に
取

り
扱

う
必
要

が
あ

る
こ
と

か
ら

，
「

燃

料
取

扱
機

能
」
，
「
臨
界

防
止

機
能
」
，
「
燃

料
落
下

防
止

機
能
」
を
有
す

る
設

備
を
維

持
管

理
す
る

。

具
体

的
な

性
能
維

持
施

設
は
，

下
表

の
と
お

り
。

 
  

機
能

 
性
能
維

持
施
設

 
燃
料
取

扱
機

能
 

臨
界
防

止
機

能
 

燃
料
落

下
防

止
機
能

 

燃
料
取

扱
装
置

（
１
号

炉
原

子
炉
建

物
内

）
 

原
子
炉

建
物
ク

レ
ー
ン

（
１

号
炉
原

子
炉

建
物
内

）
 

燃
料
取

扱
機

能
 

キ
ャ
ス

ク
除
染

設
備
（

１
号

炉
原
子

炉
建

物
内
）

 
     

な
お
，

廃
止

措
置
段

階
で

は
炉

心
－
使

用
済

燃
料

プ
ー
ル
間

の
燃

料
移
送

機
能

は
必
要

な
い

た
め

，

維
持

し
な

い
。

 
 

核
燃
料

物
質
取

扱
設

備
の
性

能
は

，
以
下

の
と

お
り
。

 
 

燃
料
取

扱
装
置
（
１
号

炉
原

子
炉
建

物
内

）
は
，
新

燃
料
又

は
使

用
済
燃

料
を

取
扱
い

中
，
動

力
電

源
及

び
空

気
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

新
燃

料
又

は
使

用
済

燃
料

が
停

止
し

た
位

置
に

て
保

持
さ

れ

る
状
態

で
あ
る

こ
と

。
ま
た
，
取

扱
い

中
に
新

燃
料
及

び
使

用
済
燃

料
が

破
損
し

な
い

よ
う
正

常
に

動
作
す

る
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
原

子
炉

建
物
ク

レ
ー

ン
（
１

号
炉
原

子
炉

建
物
内

）
は
，
新

燃
料

を
取
扱

い
中

，
動
力

電
源
が

喪
失

し
た
場

合
に
新

燃
料

が
停
止

し
た

位
置
に

て
保

持
さ
れ

る
状
態

で
あ

る
こ
と

。
ま
た

，
取
扱
い

中
に

新
燃
料

等
が
破

損
し

な
い
よ

う
正

常
に
動

作
す

る
状
態

で
あ
る

こ
と

。
 

 
キ

ャ
ス

ク
除
染

設
備
（

１
号
炉

原
子

炉
建
物

内
）
は

，
キ
ャ

ス
ク
の

除
染

に
影
響

す
る

よ
う
な

有
意

な
損
傷

が
な
い

状
態

で
あ
る

こ
と

。
 

   

添
付

書
類
六

 
性

能
維
持

施
設
及

び
そ

の
性
能

並
び

に
そ
の

性
能

を
維
持

す
べ

き
期
間

に
関
す

る
説

明
書

 
 ３
 

性
能
維

持
施

設
の
機

能
及
び

そ
の

性
能

 
（
２

）
核
燃

料
物

質
の
取

扱
施
設

及
び

貯
蔵
施

設
 

ａ
．
核
燃

料
物

質
取
扱

設
備

 
廃
止
措

置
で

は
，
燃

料
集

合
体
を

運
搬

又
は

搬
出
の

際
に

取
り

扱
う
必
要

が
あ

る
こ
と

か
ら

，
「

燃

料
取
扱
機

能
」
，
「
臨
界
防

止
機
能

」
，
「

燃
料
落
下

防
止

機
能
」
，
「
除
熱
機

能
」
，
「
密
封

機
能

」
，

及
び
「

放
射

線
遮

蔽
機
能

」
を

有
す

る
設

備
を

維
持

管
理
す

る
。

具
体
的

な
性

能
維

持
施
設
は

，
下

表

の
と
お
り

。
 

 
機
能

 
性
能
維

持
施

設
 

燃
料
取
扱

機
能

 
臨

界
防
止

機
能

 
燃

料
落
下

防
止

機
能

 

燃
料
取

扱
装
置

（
１

号
炉
原

子
炉

建
物
内

）
 

原
子
炉

建
物
ク

レ
ー

ン
（
１

号
炉

原
子
炉

建
物

内
）

 

燃
料
取
扱

機
能

 
キ

ャ
ス

ク
除
染

設
備

（
１
号

炉
原

子
炉
建

物
内

）
 

臨
界
防
止

機
能

 
除

熱
機
能

 
密

封
機
能

 
放

射
線
遮

蔽
機

能
 

使
用
済

燃
料
輸

送
容

器
 

 
な
お
，

廃
止

措
置
段

階
で

は
炉
心

－
使

用
済

燃
料
プ

ー
ル

間
の

燃
料
移
送

機
能

は
必
要

な
い

た
め

，

維
持
し
な

い
。

 
 

核
燃
料

物
質

取
扱
設

備
の

性
能
は

，
以
下

の
と

お
り
。

 
 

燃
料
取

扱
装

置
（
１

号
炉
原

子
炉

建
物
内

）
は
，
新

燃
料

又
は
使

用
済

燃
料
を

取
扱

い
中
，
動
力
電

源
及

び
空

気
源

が
喪

失
し

た
場

合
に

新
燃

料
又

は
使

用
済

燃
料

が
停

止
し

た
位

置
に

て
保

持
さ

れ

る
状
態

で
あ

る
こ
と

。
ま
た

，
取
扱
い

中
に
新

燃
料

及
び
使

用
済

燃
料
が

破
損

し
な
い

よ
う

正
常
に

動
作
す

る
状

態
で
あ

る
こ

と
。

 
 

原
子
炉

建
物

ク
レ
ー

ン
（
１

号
炉

原
子
炉

建
物
内

）
は
，
新
燃
料

を
取

扱
い
中

，
動
力

電
源

が
喪
失

し
た
場

合
に

新
燃
料

が
停

止
し
た

位
置

に
て
保

持
さ
れ

る
状

態
で
あ

る
こ

と
。
ま
た

，
取
扱

い
中
に

新
燃
料

等
が

破
損
し

な
い

よ
う
正

常
に

動
作
す

る
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
キ
ャ
ス

ク
除

染
設
備
（
１
号

炉
原
子

炉
建

物
内
）
は
，
キ
ャ

ス
ク

の
除
染

に
影

響
す
る

よ
う

な
有
意

な
損
傷

が
な

い
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

は
，

使
用

済
燃

料
の

運
搬

及
び

放
射

線
障

害
の

防
止

に
影

響
す

る
よ

う
な

有
意
な

損
傷

が
な
い

状
態

で
あ
る

こ
と

。
 

 

     性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る
変

更
（

使

用
済

燃
料

輸

送
容

器
）
（

以

下
同
じ

）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更

前
 

変
更
後
 

備
考
 

（
３
）

放
射

性
廃
棄

物
の

廃
棄
施

設
 

ａ
．

気
体

廃
棄
物

の
廃

棄
施
設

 
廃

止
措

置
で

は
，
放

射
性

気
体

廃
棄
物

を
処

理
す

る
こ
と
か

ら
，

「
放
射

性
廃

棄
物
処

理
機

能
」

を

有
す

る
設

備
を
維

持
管

理
す
る

。
具

体
的
な

性
能
維

持
施

設
は
，

下
表

の
と
お

り
。

 
 

機
能

 
性
能
維

持
施
設

 
放
射
性

廃
棄

物
処
理

機
能

 
排

気
筒

（
排
気

口
）

 
 

な
お
，

排
気

筒
は
原

子
炉

本
体

等
解
体

期
間

中
に

解
体
す
る

た
め

，
排
気

筒
を

解
体
し

た
以

降
は

，

放
射

性
気

体
廃
棄

物
は

排
気
口

か
ら

大
気
へ

管
理
放

出
す

る
。

 
 

気
体
廃

棄
物
の

廃
棄

施
設
の

性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
放

射
性

気
体
廃

棄
物

の
放
出

に
影

響
す
る

よ
う

な
有
意

な
損
傷

が
な

い
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
ｂ
．

液
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

 
廃

止
措

置
期

間
中
に

発
生

す
る

放
射
性

液
体

廃
棄

物
は
，
廃

液
の

性
状
に

応
じ

た
設
備

で
処

理
し

，

放
射

性
物
質
の

濃
度

を
低

減
し
て

環
境
へ

放
出

す
る

こ
と
か

ら
，

性
状

に
応
じ

た
「

放
射

性
廃

棄
物

処

理
機

能
」

を
有
す

る
設

備
を
維

持
管

理
す
る

。
具
体

的
な

性
能
維

持
施

設
は
，

下
表

の
と
お

り
。

 
 

機
能

 
性
能

維
持
施

設
 

放
射
性

廃
棄

物
処
理

機
能

 

機
器
ド
レ

ン
系

 

機
器

ド
レ
ン

収
集
タ

ン
ク

 
電
磁

ろ
過
器

供
給
タ

ン
ク

 
超
ろ

過
器
供

給
タ
ン

ク
 

処
理

水
タ
ン

ク
 

機
器

ド
レ
ン

サ
ン
プ

ル
タ

ン
ク

 
ろ
過

装
置

 
脱
塩

器
 

床
ド
レ
ン

系
 

床
ド

レ
ン
収

集
タ
ン

ク
 

床
ド

レ
ン
受

タ
ン
ク

 
復
水

受
タ
ン

ク
 

床
ド

レ
ン
サ

ン
プ
ル

タ
ン

ク
 

蒸
発

濃
縮
装

置
 

脱
塩

器
 

再
生
廃
液

系
 

廃
液

中
和
タ

ン
ク

 
中
和

廃
液
タ

ン
ク

 
蒸
発

濃
縮
装

置
 

（
３

）
放
射

性
廃

棄
物
の

廃
棄
施

設
 

ａ
．
気
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設
備

 
廃
止
措

置
で

は
，
放

射
性

気
体
廃

棄
物

を
処

理
す
る

こ
と

か
ら

，
「
放
射

性
廃

棄
物
処

理
機

能
」

を

有
す
る
設

備
を

維
持
管

理
す

る
。
具

体
的
な

性
能

維
持
施

設
は

，
下
表

の
と

お
り
。

 
 

機
能

 
性
能
維

持
施

設
 

放
射
性
廃

棄
物

処
理
機

能
 

排
気
筒

（
排
気

口
）

 
 

な
お
，

排
気

筒
は
原

子
炉

本
体
等

解
体

期
間

中
に
解

体
す

る
た

め
，
排
気

筒
を

解
体
し

た
以

降
は

，

放
射
性
気

体
廃

棄
物
は

排
気

口
か
ら

大
気
へ

管
理

放
出
す

る
。

 
 

気
体
廃

棄
物

の
廃
棄

設
備

の
性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
放
射
性

気
体

廃
棄
物

の
放

出
に
影

響
す

る
よ
う

な
有
意

な
損

傷
が
な

い
状

態
で
あ

る
こ

と
。

 
 
ｂ

．
液
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設
備

 
廃
止
措

置
期

間
中
に

発
生

す
る
放

射
性

液
体

廃
棄
物

は
，

廃
液

の
性
状
に

応
じ

た
設
備

で
処

理
し

，

放
射
性

物
質

の
濃

度
を
低

減
し

て
環

境
へ

放
出

す
る

こ
と
か

ら
，

性
状
に

応
じ

た
「

放
射
性
廃

棄
物

処

理
機
能
」

を
有

す
る
設

備
を

維
持
管

理
す
る

。
具

体
的
な

性
能

維
持
施

設
は

，
下
表

の
と

お
り
。

 
 

機
能

 
性

能
維
持

施
設

 

放
射
性
廃

棄
物

処
理
機

能
 

機
器

ド
レ
ン

系
 

機
器
ド
レ

ン
収

集
タ
ン

ク
 

電
磁
ろ
過

器
供

給
タ
ン

ク
 

超
ろ
過
器

供
給

タ
ン
ク

 
処

理
水
タ

ン
ク

 
機

器
ド
レ

ン
サ

ン
プ
ル

タ
ン

ク
 

ろ
過
装
置

 
脱

塩
器

 

床
ド

レ
ン
系

 

床
ド
レ
ン

収
集

タ
ン
ク

 
床

ド
レ
ン

受
タ

ン
ク

 
復

水
受
タ

ン
ク

 
床

ド
レ
ン

サ
ン

プ
ル
タ

ン
ク

 
蒸

発
濃
縮

装
置

 
脱

塩
器

 

再
生

廃
液
系

 
廃

液
中
和

タ
ン

ク
 

中
和
廃
液

タ
ン

ク
 

蒸
発
濃
縮

装
置

 

 記
載

の
適

正

化
（

以
下

同

じ
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更

前
 

変
更
後
 

備
考
 

ク
ラ
ッ
ド

ス
ラ

リ
系

 
ク

ラ
ッ

ド
ス

ラ
リ

ド
レ

ン
タ

ン

ク
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

系
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

ド
レ

ン
タ

ン
ク

 
 

液
体
廃

棄
物
の

廃
棄

設
備
の

性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
各

タ
ン

ク
は
，
内

包
す

る
放
射

性
物

質
が
漏

え
い
す

る
よ

う
な
き

裂
，
変

形
等
の

有
意

な
欠
陥

が
な

い
状
態

で
あ
る

こ
と

。
 

 
ろ

過
装

置
，
脱

塩
器
，
及

び
蒸

発
濃
縮

装
置

は
，
放
射

性
液

体
廃
棄

物
を

処
理
す

る
能

力
を
有

す
る

状
態
で

あ
る
こ

と
。

 
 
ｃ
．

固
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

 
廃

止
措

置
で

は
，
放

射
性

固
体

廃
棄
物

を
処

理
・

貯
蔵
す
る

こ
と

か
ら
，

「
放

射
性
廃

棄
物

処
理

・

貯
蔵

機
能

」
を
有

す
る

設
備
を

維
持

管
理
す

る
。
具

体
的

な
性
能

維
持

施
設
は

，
下

表
の
と

お
り

。
 

 
機

能
 

性
能
維

持
施
設

 

放
射
性

廃
棄

物
貯
蔵

機
能

 

フ
ィ
ル

タ
ス
ラ

ッ
ジ
貯

蔵
タ

ン
ク

 
使

用
済

樹
脂
貯

蔵
タ
ン

ク
 

復
水
脱

塩
装
置

使
用
済

樹
脂

受
タ
ン

ク
 

濃
縮
廃

液
貯
蔵

タ
ン
ク

 
ク

ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
貯
蔵

タ
ン

ク
 

サ
イ
ト

バ
ン
カ

 
放
射
性

廃
棄

物
処
理

機
能

 
ア

ス
フ

ァ
ル
ト

固
化
装

置
 

  
固

体
廃

棄
物
の

廃
棄

設
備
の

性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
各

タ
ン

ク
及
び

サ
イ

ト
バ
ン

カ
は

，
内
包
す

る
放
射

性
物

質
が
漏

え
い

す
る
よ

う
な

き
裂
，
変

形
等

の
有
意

な
欠
陥

が
な

い
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
ア

ス
フ

ァ
ル

ト
固

化
装

置
は

，
放

射
性

固
体

廃
棄

物
を

処
理

す
る

能
力

を
有

す
る

状
態

で
あ

る
こ

と
。

 

ク
ラ

ッ
ド
ス

ラ
リ

系
 

ク
ラ

ッ
ド

ス
ラ

リ
ド

レ
ン

タ
ン

ク
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

系
 

フ
ィ

ル
タ

ス
ラ

ッ
ジ

ド
レ

ン
タ

ン
ク

 
 

液
体
廃

棄
物

の
廃
棄

設
備

の
性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
各
タ
ン

ク
は

，
内
包
す

る
放

射
性
物

質
が
漏

え
い

す
る
よ

う
な

き
裂
，
変

形
等

の
有
意

な
欠

陥
が
な

い
状
態

で
あ

る
こ
と

。
 

 
ろ
過
装

置
，
脱

塩
器

，
及
び
蒸

発
濃

縮
装
置

は
，
放

射
性
液

体
廃

棄
物
を

処
理

す
る
能

力
を

有
す
る

状
態
で

あ
る

こ
と
。

 
 
ｃ

．
固
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設
備

 
廃
止
措

置
で

は
，
放

射
性

固
体
廃

棄
物

を
処

理
・
貯

蔵
す

る
こ

と
か
ら
，

「
放

射
性
廃

棄
物

処
理

・

貯
蔵
機
能

」
を

有
す
る

設
備

を
維
持

管
理
す

る
。

具
体
的

な
性

能
維
持

施
設

は
，
下

表
の

と
お
り

。
 

 
機
能

 
性
能
維

持
施

設
 

放
射
性
廃

棄
物

貯
蔵
機

能
 

フ
ィ
ル

タ
ス
ラ

ッ
ジ

貯
蔵
タ

ン
ク

 
使

用
済

樹
脂
貯

蔵
タ

ン
ク

 
復

水
脱

塩
装
置

使
用

済
樹
脂

受
タ

ン
ク

 
濃

縮
廃

液
貯
蔵

タ
ン

ク
 

ク
ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
貯

蔵
タ
ン

ク
 

サ
イ
ト

バ
ン
カ

 

放
射
性
廃

棄
物

処
理
機

能
 

ア
ス
フ

ァ
ル
ト

固
化

装
置

 
圧

縮
減

容
装
置

 
 

固
体
廃

棄
物

の
廃
棄

設
備

の
性
能

は
，
以

下
の

と
お
り

。
 

 
各
タ
ン

ク
及

び
サ
イ

ト
バ

ン
カ
は

，
内
包
す

る
放

射
性
物

質
が

漏
え
い

す
る

よ
う
な

き
裂

，
変
形
等

の
有
意

な
欠

陥
が
な

い
状

態
で
あ

る
こ

と
。

 
 

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

固
化

装
置

及
び

圧
縮

減
容

装
置

は
，

放
射

性
固

体
廃

棄
物

を
処

理
す

る
能

力
を

有

す
る
状

態
で

あ
る
こ

と
。

 

                       性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る
変

更
（

圧

縮
減
容

装
置
）

（
以
下

同
じ
）
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注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更

前
 

変
更
後
 

備
考
 

４
 
性

能
維

持
施
設

の
維

持
期
間

 
廃

止
措

置
の
進

捗
に

よ
り

性
能

維
持
施

設
は
段

階
的

に
縮

小
さ

れ
て
い

く
。

こ
の

た
め

性
能
維

持
施
設

に
要

求
さ

れ
る
機

能
に

対
し

て
，

機
能
及

び
性
能

を
維
持
す

べ
き

期
間
を

，
廃

止
措

置
期

間
全
体

を
見
通

し
，

設
備

ご
と
に

定
め

る
。

 
 
（
２

）
核

燃
料
物

質
の

取
扱
施

設
及

び
貯
蔵

施
設

 
ａ
．

核
燃

料
物
質

取
扱

設
備

 
核
燃

料
物
質

取
扱

施
設
の
「
燃

料
取
扱

機
能

」
及
び

性
能

，
「
臨

界
防

止
機
能

」
及

び
性
能

，
並

び

に
「
燃

料
落
下

防
止

機
能
」
及
び

性
能
は

，
取

扱
対
象

で
あ

る
１
号

炉
の

新
燃
料

及
び

使
用
済

燃
料

の

運
搬
又

は
搬
出

が
完

了
す
る

ま
で

維
持
す

る
。

 
  

ｂ
．

核
燃

料
物
質

貯
蔵

設
備

 
核

燃
料

物
質

貯
蔵

施
設

の
う

ち
，

１
号

炉
に

貯
蔵

し
て

あ
る

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

に
必

要
な

「
臨

界
防
止

機
能
」
及
び
性

能
，
「

浄
化

機
能
」
及
び
性
能

，
「
使

用
済
燃

料
プ

ー
ル
水
補

給
機
能

」
及

び

性
能
，
「

水
位
の

監
視

機
能
」
及
び

性
能

，
「

漏
え

い
の
監

視
機

能
」
及
び
性

能
，
並
び

に
「

放
射

線

遮
蔽
機

能
」
及

び
性

能
は
，
貯
蔵

対
象
で

あ
る

使
用
済

燃
料

の
運
搬

が
完

了
す
る

ま
で

維
持
す

る
。
ま

た
，
新
燃

料
の
貯

蔵
に

必
要
な
「

臨
界
防

止
機

能
」
及
び

性
能

は
，
新
燃

料
の
搬

出
が

完
了
す

る
ま

で

維
持
す

る
。

 
２
号

炉
に
貯

蔵
し

て
あ
る

使
用

済
燃
料

の
貯
蔵

に
必

要
な
「
臨
界

防
止
機

能
」
及
び
性

能
は

，
貯

蔵

対
象
で

あ
る
使

用
済

燃
料
の

搬
出

が
完
了

す
る

ま
で
維

持
す
る

。
 

 
（
３

）
放

射
性
廃

棄
物

の
廃
棄

施
設

 
ａ
．

気
体

廃
棄
物

の
廃

棄
施
設

 
気
体

廃
棄
物

の
廃

棄
施
設

の
「

放
射
性

廃
棄

物
処
理

機
能

」
及
び

性
能

は
，
管

理
区

域
解
除

ま
で

維

持
管
理

す
る
。

 
 

ｂ
．

液
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

 
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
設

備
の

「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
機

能
」

及
び

性
能

は
，

放
射

性
液

体
廃

棄
物

（
機
器

ド
レ
ン

廃
液

，
床
ド
レ

ン
廃
液

，
再
生

廃
液
，
ク

ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
廃
液

，
フ
ィ

ル
タ
ス

ラ
ッ

ジ

廃
液
）

の
処
理

が
完

了
す
る

ま
で

維
持
管

理
す

る
。

 
 ｃ
．

固
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

 
固
体

廃
棄
物

の
廃

棄
設
備

の
う

ち
，
「

放
射

性
廃
棄

物
処

理
機
能

」
及
び
性

能
は

，
濃
縮
廃

液
処

理

完
了
ま

で
維
持

管
理

す
る
。
「
放

射
性
廃

棄
物

貯
蔵
機

能
」
及

び
性
能

は
，
貯
蔵

し
て

い
る
固

体
廃

棄

物
の
抜

出
完
了

ま
で

維
持
管

理
す

る
。

 

４
 

性
能
維

持
施

設
の
維

持
期
間

 
廃
止
措

置
の

進
捗
に

よ
り

性
能

維
持
施

設
は

段
階
的

に
縮
小
さ

れ
て

い
く
。

こ
の
た
め

性
能

維
持
施
設

に
要
求
さ

れ
る

機
能
に

対
し

て
，

機
能
及

び
性

能
を

維
持

す
べ
き

期
間

を
，
廃

止
措
置
期

間
全
体

を
見
通

し
，
設
備

ご
と

に
定
め

る
。

 
 

（
２
）
核

燃
料

物
質
の

取
扱
施

設
及

び
貯
蔵

施
設

 
ａ

．
核
燃

料
物

質
取
扱

設
備

 
核
燃

料
物

質
取
扱

設
備

の
「
燃

料
取
扱

機
能

」
及
び
性

能
，
「
臨

界
防

止
機
能
」
及
び
性

能
，
「

燃

料
落
下

防
止

機
能
」
及
び

性
能
，
「
除

熱
機

能
」
及
び
性

能
，
「
密

封
機
能

」
及

び
性
能

，
並

び
に
「
放

射
線

遮
蔽

機
能
」

及
び

性
能

は
，

取
扱

対
象

で
あ

る
１

号
炉

の
新

燃
料

及
び

使
用

済
燃

料
の

運
搬
又

は
搬
出

が
完

了
す
る

ま
で

維
持
す

る
。

 
 

ｂ
．
核
燃

料
物

質
貯
蔵

設
備

 
核

燃
料

物
質

貯
蔵

設
備

の
う

ち
，

１
号

炉
に

貯
蔵

し
て

あ
る

使
用

済
燃

料
の

貯
蔵

に
必

要
な

「
臨

界
防
止

機
能

」
及
び

性
能
，
「

浄
化

機
能
」
及
び
性
能

，
「
使

用
済

燃
料
プ

ー
ル
水
補

給
機

能
」
及

び

性
能
，
「

水
位
の

監
視

機
能
」
及

び
性
能

，
「
漏
え

い
の

監
視
機

能
」
及
び

性
能
，
並
び

に
「

放
射

線

遮
蔽
機

能
」
及
び
性

能
は

，
貯
蔵

対
象

で
あ
る

使
用

済
燃
料

の
運

搬
が
完

了
す
る

ま
で

維
持
す

る
。
ま

た
，
新
燃

料
の
貯

蔵
に

必
要
な
「

臨
界

防
止
機

能
」
及
び

性
能

は
，
新
燃

料
の

搬
出
が

完
了
す

る
ま

で

維
持
す

る
。

 
２
号

炉
に

貯
蔵
し

て
あ

る
使
用

済
燃

料
の
貯

蔵
に
必

要
な
「
臨
界

防
止

機
能
」
及
び

性
能
は

，
貯

蔵

対
象
で

あ
る

使
用
済

燃
料

の
搬
出

が
完
了

す
る

ま
で
維

持
す

る
。

 
 

（
３
）
放

射
性

廃
棄
物

の
廃
棄

施
設

 
ａ

．
気
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
 

気
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
の
「

放
射

性
廃
棄

物
処

理
機
能

」
及

び
性
能

は
，
管
理
区

域
解

除
ま
で

維

持
管
理

す
る

。
 

 
ｂ

．
液
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
 

液
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
の

「
放

射
性

廃
棄

物
処

理
機

能
」

及
び

性
能

は
，

放
射

性
液

体
廃

棄
物

（
機
器

ド
レ

ン
廃
液

，
床
ド
レ

ン
廃

液
，
再
生

廃
液

，
ク

ラ
ッ

ド
ス
ラ

リ
廃

液
，
フ
ィ

ル
タ
ス

ラ
ッ

ジ

廃
液
）

の
処

理
が
完

了
す

る
ま
で

維
持
管

理
す

る
。

 
 ｃ

．
固
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
 

固
体

廃
棄

物
の
廃

棄
設

備
の
う

ち
，
「
放
射

性
廃

棄
物
処

理
機

能
」
及
び

性
能
は

，
処
理

対
象
と

な

る
廃
棄

物
の

処
理
完

了
ま

で
維
持

管
理
す

る
。
「
放

射
性
廃

棄
物
貯

蔵
機

能
」
及
び

性
能

は
，
貯
蔵

し

て
い
る

固
体

廃
棄
物

の
抜

出
完
了

ま
で
維

持
管

理
す
る

。
 

      記
載

の
適

正

化
 

性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る
変

更
（

使

用
済

燃
料

輸

送
容
器

）
 

記
載

の
適

正

化
 

        記
載

の
適

正

化
 

       性
能

維
持

施

設
の

追
加

に

よ
る
変

更
（

圧

縮
減
容

装
置
）
 

-24-



注
）
二
重

下
線
及
び
二
重
枠
は
補

正
箇
所
を

示
す
も
の

で
あ
り
，
下

線
は
廃
止

措
置
計
画

変
更
認
可
申

請
時
の
変

更
箇
所

を
示
す
も
の
で

あ
る
。

 
二
重

下
線
，
二
重
枠

及
び
下
線

は
変
更

内
容
に
含
ま
な

い
。
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

敦
賀
発

電
所

１
号
炉

 
廃

止
措
置

計
画
変

更
認

可
申
請

書
（

令
和
２

年
９

月
４
日

 
廃

室
発
第

３
９
号

）
補

正
前
後

比
較

表
 

変
更

前
 

変
更
後
 

備
考
 

添
付
書

類
九

 
廃
止

措
置

に
係
る

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
に

関
す

る
説
明

書
 

 1．
概
要
 

廃
止
措

置
期
間

中
に

お
け

る
敦

賀
発
電

所
１
号

炉
の

安
全

を
達

成
・
維

持
・

向
上

さ
せ

る
た
め

，
敦
賀

発
電

所
設

置
変
更

許
可

申
請

（
１

号
炉
）

本
文
第

十
一
号
の

「
発

電
用
原

子
炉

施
設

の
保

安
の
た

め
の
業

務
に

係
る

品
質
管

理
に

必
要

な
体

制
の
整

備
に
関

す
る
事
項

」
に

基
づ
き

，
廃

止
措

置
に

係
る
保

安
活
動

を
確

実
に

実
施
す

る
た

め
の

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

を
構

築
し
，

敦
賀

発
電

所
原

子
炉
施

設
保
安

規
定

（
１

号
炉
）

の
品

質
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
シ

ス
テ
ム

計
画

に
定
め

て
い

る
。
 

品
質
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画
で

は
，
社

長
を

ト
ッ

プ
マ

ネ
ジ
メ

ン
ト

と
し

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

を
定
め

，
廃

止
措

置
に

関
す
る

保
安
活

動
の
計
画

，
実

施
，
評

価
及

び
改

善
の

一
連
の

プ
ロ
セ

ス
を

明
確

に
し
，

効
果

的
に
運

用
す

る
こ
と

に
よ
り

，
原

子
力
安

全
の

達
成
・

維
持

・
向
上

を
図

る
。
 

ま
た
，

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

の
も
と

で
性

能
を

維
持

す
べ
き

施
設

及
び

そ
の

他
の
施

設
の
施

設
管

理
等

の
廃
止

措
置

に
係
る

業
務

を
実
施

す
る
。

 

  

5．
廃
止
措

置
に

係
る
業

務
 

廃
止
措

置
期
間

中
に

お
け

る
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
は

，
廃
止

措
置

の
安

全
の

重
要
性

に
応
じ

た
管

理
を

実
施
す

る
。

廃
止

措
置

に
係
る

工
事
等

の
業
務
，

性
能

維
持
施

設
の

施
設

管
理

等
の
廃

止
措
置

計
画

に
基

づ
く
活

動
は

，
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

計
画
の

下
で

実
施
す

る
。

 

 

添
付

書
類
九

 
廃

止
措
置

に
係
る

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ
ス

テ
ム

に
関
す

る
説

明
書
 

 1．
概
要

 

廃
止
措

置
期

間
中
に

お
け

る
敦

賀
発
電

所
１

号
炉
の

安
全
を
達

成
・

維
持
・

向
上
さ
せ

る
た

め
，
敦
賀

発
電
所
設

置
変

更
許
可

申
請

（
１

号
炉
）

本
文

第
十

一
号

の
「
発

電
用

原
子
炉

施
設
の
保

安
の
た

め
の
業

務
に
係
る

品
質

管
理
に

必
要

な
体

制
の
整

備
に

関
す

る
事

項
」
に

基
づ

き
，
廃

止
措
置
に

係
る
保

安
活
動

を
確
実
に

実
施

す
る
た

め
の

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ

ム
を
構

築
し

，
保
安

規
定
の
品

質
マ
ネ

ジ
メ
ン

ト
シ
ス
テ

ム
計

画
に
定

め
て
い

る
。

 

品
質
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム

計
画
で

は
，

社
長
を

ト
ッ
プ
マ

ネ
ジ

メ
ン
ト

と
し
品
質

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

シ
ス
テ
ム

を
定

め
，
廃

止
措

置
に

関
す
る

保
安

活
動

の
計

画
，
実

施
，

評
価
及

び
改
善
の

一
連
の

プ
ロ
セ

ス
を
明
確

に
し

，
効
果

的
に
運

用
す

る
こ
と

に
よ

り
，
原

子
力

安
全
の

達
成
・

維
持

・
向
上

を
図

る
。
 

ま
た
，

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン

ト
シ

ス
テ
ム

の
も

と
で
性

能
を
維
持

す
べ

き
施
設

及
び
そ
の

他
の

施
設
の
施

設
管
理
等

の
廃

止
措
置

に
係
る

業
務

を
実
施

す
る

。
 

  5．
廃
止

措
置
に

係
る

業
務
 

廃
止
措

置
期

間
中
に

お
け

る
品

質
保
証

活
動

は
，
廃

止
措
置
の

安
全

の
重
要

性
に
応
じ

た
管

理
を
実
施

す
る
。
廃

止
措

置
に
係

る
工

事
等

の
業
務

，
性

能
維

持
施

設
の
施

設
管

理
等
の

廃
止
措
置

計
画
に

基
づ
く

活
動
は
，

品
質

マ
ネ
ジ

メ
ン
ト

シ
ス

テ
ム
計

画
の

下
で
実

施
す

る
。
 

 

      記
載

の
適

正

化
（

以
下

同

じ
）
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